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番号・件名 
請願第２号 核兵器禁止条約の署名・批准を政府に求める意見書の提出方

について 

請 願 者  

住  所 

団体名 

氏  名 

愛媛県松山市東長戸 2-8-4 

愛媛県原爆被害者の会 

会長 岡本 教義 

請 願 の 要 旨  

【請願の趣旨】 

2021年 1月 22日、核兵器禁止条約が発効した。核兵器の使用や実験はもとより開発・製

造・備蓄・移転や威嚇までも禁じ、核兵器を絶対悪として違法化した条約が人類史上初め

て発効したのである。 

ところが、日本政府は、核保有国と非保有国との橋渡し役をするとする一方で、核兵器

禁止条約については現実的な核軍縮につながらないとして一貫して反対の立場をとり続け

ている。核兵器の廃絶を訴えてきた日本政府が、なぜ核兵器禁止条約に署名・批准しない

のかと、私ども被爆者ばかりでなく国内外から強い批判の声があがるのも当然である。 

日本政府は、「目標は同じでも手段が違う」としてこの条約に反対しているが、唯一の戦

争被爆国としての日本政府の責任は特別重要であり、今こそ日本は地球上の核兵器廃絶に

向け国際間の調整役などの主導的役割を果たすべきである。そのため日本政府及び国に対

し「核兵器禁止条約」に署名・批准することを強く要請願いたい。 

以上の趣旨に基づき地方自治法第 99条の規定により、日本政府及び国に対して意見書を

提出くださるよう請願する。 

 

【請願事項】 

１ 唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約を一日も早く署名・批准すること。 

２ それまでの間は、オブザーバーとして締約国会議及び検討会議に参加すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


